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議案第 ８号 

 

日野町税条例等の一部改正について 

 

日野町税条例等の一部を別紙のとお 改正す 。 

 

令和 年６月 日提出 

 

日野町長 﨏 田 淳 一 
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税条例 改 必要 理由 概要 

 改 理由 

新型コロナウ ルス感染症及びそ 延防 措置 納税者等 及

ぼす影響 緩和 図 地方税法等 一部 改 す 法律 和「年法律第

「6号 和「年4 」0日 公布さ こ 伴い 日野町税条例 規定 い

所要 改 行う あ  

 改 内容 

中小企業等 所 す 償却資産及び事業用家屋 係 固定資産税 軽減措置 

新型コロナウ ルス感染症 影響 厳しい経営環境 あ 中小事業者

等 対し 和 」 年度課税 1 年分 限 償却資産 事業用家屋 係

固定資産税 1/「 又 全額 軽減す 。附則第 10 条) 

生産性向上 得し 償却資産及び事業用家屋 係 固定資産税 特

例措置 拡充 

   固定資産税 課税標準額 特例 対象 生産性向上特別措置法 規定す  

先端設備等 該当す 事業用家屋及び構築物 加え 。附則第 10 条

「) 

軽自動車税 環境性能割 臨時的軽減 延長 

軽自動車税環境性能割 税率 1％分軽減す 特例措置 適用期限

延長し 和 」 年 」 」1 日 得し 対象 す 。附則第

15 条 「) 

徴収猶予 特例措置 

新型コロナウ ルス感染症 影響 和 「 年 「 降 収入 相当

減少 あ 納税 す こ 困難 あ 事業者等 対し 無担保 延滞

金 し 1 年間徴収猶予 特例 設け 。附則第 「」 条) 

寄附金税額控除 特例措置 

新型コロナウ ルス感染症 影響 中 等さ ベント チケット

払戻し け い場合 そ 金額分 寄附 し 個人住民税

税額控除 対象 す 。附則第 「4 条) 

住宅借入金等特別税額控除 特例措置 

新型コロナウ ルス感染症 影響 得し 家屋へ 入居 遅

こ 住宅ロ ン控除 適用要件 満 さ く 場合 一定

要件 満 すこ 期限内 入居し 同様 減税措置 け

。附則第 「5 条) 

 

 施行期日 

   こ 条例 公布 日 施行す し 第 「 条 規定 和 」 年 1 1

日 施行す  
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日野町税条例等 一部を改 条例 

 

日野町税条例 一部改  

第 条 日野町税条例。昭和45年日野町条例第「4号) 一部を次 う 改  

 

改  改 前 

 

附 則 

 

 

附 則 

 

。読替規定) 。読替規定) 

第10条 法附則第15条 第15条 第61条又 第6「条

規定 適用 あ 各年度分 固定資産税 限 第61条第 項中

又 第」49条 第」49条 あ 若

く 法第」49条 第」49条 又 附則第15条

第15条 第61条若 く 第6「条  

第10条 法附則第15条 第15条 規定 適用 あ

各年度分 固定資産税 限 第61条第 項中 又 第」49条

第」49条 あ 若 く 法第」49条

第」49条 又 附則第15条 第15条

 

  

。法附則第15条第 項第 号等 条例 定 割合) 。法附則第15条第 項第 号等 条例 定 割合) 

第10条  略 第10条  略 

～16 略 ～16 略 

17 法附則第6「条 規定 町村 条例 定 割合 零

 

 

  

。軽自動車税 環境性能割 非課税) 。軽自動車税 環境性能割 非課税) 
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第15条  法第451条第 項第 号。同条第 項 い 準用

場合を含 ) 掲 輪 軽自動車。自家用 限

条 い 同 ) 対 当該 輪 軽自動車

得 和元年10月 日 和 年 月」1日 間。附則第

15条 第 項 い 特定期間 いう ) 行わ

限 第80条第 項 規定 わ 軽自動車税 環境性能割

を課さ い  

第15条  法第451条第 項第 号。同条第 項 い 準用

場合を含 ) 掲 輪 軽自動車。自家用 限

条 い 同 ) 対 当該 輪 軽自動車

得 和元年10月 日 和 年 月」0日 間。附則第

15条 第 項 い 特定期間 いう ) 行わ

限 第80条第 項 規定 わ 軽自動車税 環境性能割

を課さ い  

  

。個人 町民税 税率 特例等) 。個人 町民税 税率 特例等) 

第「「条 略 第「「条 略 

  

。新型コロナウィルス感染症等 係 徴収猶予 特例 係 手続

等) 

 

第「」条 第 条第 項 規定 法附則第59条第 項 い 準用

 法第15条 第 項 規定 条例 定 期間 つい 準用

  

 

 

 

日野町税条例 一部改 条例 一部改  

第 条 日野町税条例 一部を改 条例 一部を次 う 改  

 

改  改 前 

 

附 則  

 

附 則 
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。読替規定) 。読替規定) 

第10条 法附則第15条 第15条 第6」条又 第64条

規定 適用 あ 各年度分 固定資産税 限 第61条第 項中

又 第」49条 第」49条 あ 若

く 法第」49条 第」49条 又 附則第15条

第15条 第6」条若 く 第64条  

第10条 法附則第15条 第15条 第61条又 第6「条

規定 適用 あ 各年度分 固定資産税 限 第61条第 項中

又 第」49条 第」49条 あ 若

く 法第」49条 第」49条 又 附則第15条

第15条 第61条若 く 第6「条  

  

。法附則第15条第 項第 号等 条例 定 割合) 。法附則第15条第 項第 号等 条例 定 割合) 

第10条  略 第10条  略 

～16 略 ～16 略 

17 法附則第64条 規定 町村 条例 定 割合 零

 

17 法附則第6「条 規定 町村 条例 定 割合 零

 

  

。新型コロナウィルス感染症等 係 徴収猶予 特例 係 手続

等) 

。新型コロナウィルス感染症等 係 徴収猶予 特例 係 手続

等) 

第「」条 略 第「」条 略 

  

。新型コロナウィルス感染症等 係 寄附金税額控除 特例)  

第「4条 所得割 納税義務者 新型コロナウィルス感染症等 影響

対応 国税関係法 臨時特例 関 法 。 和 年

法 第「5号 次条 い 新型コロナウィルス感染症特例法

いう )第 条第 項 規定 指定行事 う 町長 指定

中 若 く 延期又 そ 規模 縮小 生 当該指
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定行事 入場料金 参加料金そ 他 対価 払戻 を請求 権利

全部又 一部 放棄を同条第 項 規定 指定期間内

場合 当該納税義務者 そ 放棄を 日 属 年中 法附

則第60条第 項 規定 町村放棄払戻請求権相当額 法第」14

条 第 項第 号 掲 寄附金を支出 第

」4条 規定を適用  

  

。新型コロナウィルス感染症等 係 住宅借入金等特別税額控除

特例) 

 

第「5条 所得割 納税義務者 前年分 所得税 つ 新型コロナウ

ィルス感染症特例法第 条第 項 規定 適用を 場合

附則第 条 第 項 規定 適用 つい 同項中

和15年度 あ 和16年度  

 

 

附  則 

 条例 公 日 施行 第 条 規定 和 年 月 日 施行  


